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第４部 地域の課題を解決するための体制づくり 
 

本市は 14 の日常生活圏域により、人口、高齢化率に違いがあるほか、高齢者福祉・
介護実態調査等からは、公共交通機関や生活環境に差があり、外出状況、移動手段など
にも差があることが分かります。 
圏域ごとに行われている地域ケア会議などで挙げられる地域の課題も、交通の便や住

民主体の通いの場、担い手不足に関することなど、それぞれの地域により抱える課題が
多様化してきています。それらの地域課題の多くは、公的サービスや介護保険サービス
だけで解決できるものではなく、様々な関係者や地域住民が一体となって取り組むこと
が必要になってきています。 
また、第６次所沢市総合計画において「人と人との絆を紡ぐまち」を明記しており、

上位計画においても地域での相互の支え合いを目指しています。 
こうしたことから、地域の課題や現状を踏まえた体制づくりを目指すため、平成 27

年度から生活支援体制整備事業を実施してきました。 
第９期計画では、「地域課題・資源の把握」から「解決策の検討」までを行うことが

できる体制や仕組みの維持又は構築を図り、その解決策を実行するための取組として、
担い手の養成、地域資源の開発・情報共有・活用及び地域の支え合い活動を促進してい
きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４部では、「地域」を、「所沢市全域（＝第１層）」という大きな単位の地域と、「各
日常生活圏域（＝第２層）」という地域との２つの意味で記載をしています。 
※Ｐ35（第１部第４章）を参照 

  

地域とは？ 

① 日常生活圏域ごとに地勢、家族構成、外出状況、地域との関係性等に特徴
がある（高齢者福祉・介護実態調査等） 

② 日常生活圏域ごとに抱える課題が様々 

本市の特徴と課題 
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地域課題には、以下のように住民同士の支え合いで解決できる課題や、介護保険サー
ビスや民間サービスなどの活用にて解決できる課題、市全体として解決すべき課題が存
在しており、地域課題を正確に把握・分析することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第４部 基本施策の体系＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

地域課題・資源の把握、解決策の検討（Ｐ117） 
●生活支援コーディネーター 
●協議体 
●地域ケア個別会議 

担い手の養成と地域資源の開発（Ｐ122） 
●担い手の養成・発掘と活動の場の確保 
●介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

地域の支え合い活動の促進（Ｐ125） 
●地域の通いの場の充実 
●ボランティア活動の推進 
●地域活動の支援 

● 住民同士の支え合いで解決できる課題 
→マッチング、解決主体の養成・発掘（第２章第１節、第３章） 

● 民間サービスなどで解決できる課題 
→マッチング（協議体・生活支援コーディネーター） 

● 市全体として解決すべき課題 
→サービスの充実（第２章第２節など） 

地域課題 
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第１章 地域課題・資源の把握、解決策の検討 

地域の課題が多様化していく中で、多様な主体により生活支援等サービスが提供され
ることが期待されます。これらのサービスの充実のためには、地域のニーズや地域資源、
地域の抱える課題の把握（地域アセスメント）が必要なことから、以下の取組による「地
域課題・資源の把握」、「解決策の検討」を行います。 

 

第１節 生活支援コーディネーター 
厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインでは、『高齢者の生活支

援等サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援等サ
ービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構
築の機能）を果たす者を生活支援コーディネーターとする。』とされています。 
上記ガイドラインの趣旨を踏まえ、生活支援コーディネーターは、地域のニーズや地
域資源を把握し、協議体と協働しながら地域課題の解決に向けた取組を進めることを目
的として、所沢市全域及び各日常生活圏域にそれぞれ配置しています。 

 

 これまでの取組  

令和元年10月から公開している地域資源情報サイト「トコまっぷ」について、定期的
に情報の追加や見直しを行い、有益な情報を市民、ケアマネジャー、関係団体等に提供で
きるよう発信を継続しています。 
把握した地域課題や資源を踏まえて、団体等の立ち上げ支援や担い手の養成、地域関
係者のネットワーク化など、地域における仲間づくり、地域づくりの活動を支援してき
ました。 
また、新型コロナウイルスの予防接種の予約に LINE を使用したり、様々な情報を取
得するために二次元コードの読み取りが必要になったことなどにより、高齢者からスマ
ートフォンの使用方法に関する問合せが増加したため、高齢者のデジタルデバイドの解
消を目的とした「スマホ教室」を開催しています。なお、高齢者に教える際の人手が不
足する懸念があったため、高齢者が担い手となり、スマートフォンの使用方法を教える
ことができるように「スマホサポーター養成講座」を実施しました。 
さらに、生活支援コーディネーターの取組を市の公式 YouTube チャンネルで紹介

しています。 
 

 第９期の展開  

引き続き、生活支援コーディネーターによる地域課題・資源の把握を行い、地域づく
りを推進するとともに、把握した地域資源の市民への情報提供を行います。 
また、市と生活支援コーディネーターとの連絡会、第１層協議体及び第２層協議体を
通じて、情報共有、解決策の検討、サービスの開発及び地域関係者のネットワーク化を
行うため、必要な調整及び働きかけを行います。  
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【図表－所沢市地域資源情報サイト「トコまっぷ」】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

119 

第
４
部 

（
基
本
目
標
３
） 

第
１
章 

地
域
課
題
・
資
源
の
把
握
、
解
決
策
の
検
討 

第２節 協議体 

厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインでは、『市町村が主体と
なり、各地域におけるコーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、
定期的な情報共有及び連携強化の場として、中核となるネットワークを「協議体」とす
る。』とされています。 
上記ガイドラインの趣旨を踏まえ、既に地域に存在する住民主体の通いの場や、ボラ
ンティア活動、インフォーマルサービスなどの地域資源を把握するとともに、地域ごと
の課題やその解決策を検討することを目的に協議体を設置しました。また、協議体には
生活支援コーディネーターの補完的役割や関係者同士のネットワーク化といった目的
もあります。 

 

 これまでの取組  

平成 28年度に、従来から実施している地域ケア代表者会議に第１層協議体としての
役割を付加し、第１層協議体を立ち上げました。また、平成 30年度には、地域ケア会
議の機能を強化した形で、各日常生活圏域に第２層協議体を立ち上げました。 
第１層協議体では、市全域の課題の解決策を検討する会議体として、地域課題の解決
に向けて民間企業等との連携を進めてきました。 
第２層協議体では、地域の課題の解決策を検討する会議体として、地域に不足してい
る資源の創出に向けた検討や、人と人との支え合いによる地域づくりを進めてきました。 
協議体での検討を重ねる中、住民の複雑化・複合化したニーズに対応するためには、
日常生活圏域の範囲では広すぎることがあるため、自治会・町内会等より小さな単位で
課題の解決策の検討を進めている地域もあります。 

 

 第９期の展開  

引き続き、第１層協議体と第２層協議体が連携しながら、課題の解決策の検討を行い
ます。 
また、第２層協議体では、日常生活圏域より小さな単位での会議を開くなど、地域特
性に応じた課題の解決策の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【インフォーマルサービス】 
介護保険制度を使用しないサービスのこと。家族、近隣、友人、民生委員、ボ
ランティア、ＮＰＯ、社会福祉協議会等が提供していることが多く、サービスの
内容としては、家事援助や通院・外出の付き添いや送迎、見守りや話し相手等が
ある。 
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 目 標  

【図表－生活支援コーディネーター・協議体の目標 その１】 

○ 第１層と第２層の情報共有のための会議開催回数 
令和４年度 
(実績) 

令和５年度 
(見込み) 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

６回 ６回 ６回 ６回 ６回 

 
【図表－生活支援コーディネーター・協議体の目標 その２】 

○ 生活支援コーディネーターや協議体の活動を通じて把握する地域における社会資源の数 
令和４年度 
(実績) 

令和５年度 
(実績) 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

840件 854件 868件 882件 896件 
※令和５年度のみ９月末日現在。 

 
 

【図表－協議体の構成】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※議題のテーマに応じて構成員の見直しを行っております。 

  

第２層協議体 
（日常生活圏域ごと） 
地域ケア会議 

第１層協議体（市全域） 
地域ケア代表者会議 

第１層生活支援 
コーディネーター 
【市全域を担当】 

第２層生活支援 
コーディネーター 
【地域の旗振り役】 地域包括 

支援センター 
介護事業所 

自治会・町内会・
民生委員 

ボランティア団体 

ケアマネジャー 

コミュニティ 
ソーシャルワーカー 

（ＣＳＷ） 

学識経験者 介護保険サービス事業者
連絡協議会 

社会福祉協議会 

自治連合会 

民間高齢者福祉
連絡協議会 

民生委員連合会 

ＮＰＯ 
ボランティア団体 

関係団体 

シルバー人材
センター 

地域ケア会議 
（第２層協議体） 

代表者 
民間企業 

社会福祉施設 

高齢者みまもり 
相談員 
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地域ケア個別会議 
（多職種での個別ケースの事例検討） 

第３節 地域ケア個別会議 

地域ケア個別会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整
備とを同時に進めていく地域包括ケアシステムの実現に向けた手法とされています。 

 

【図表－地域ケア個別会議の目的】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの取組  

地域ケア個別会議は、平成 27 年度から市内を６ブロックに分け、開催しています。 
各ブロック年４回ずつ開催し、個別事例の検討を行いました。 
令和３年度からは、検討を行った事例に対するモニタリングの実施を始めました。 
令和４年度からは、会議をオンラインで開催しているブロックもあります。 
● 主な出席者：ケアマネジャー、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、 

作業療法士、言語聴覚士、ボランティア団体、地域包括支援センター、
生活支援コーディネーター、市職員等 

 

 第９期の展開  

地域ケア個別会議における１件ごとの検討内容を深め、効果的な検証を行うため、地域
ケア個別会議の開催方法の改善を図り、ケアマネジメントの実践力向上等に努めていき
ます。 

 

 

 

 

 

 

その他の会議体 
【地域ケア運営会議】 
地域包括支援センターが円滑に運営されるよう実施上の諸問題について協議

を行い、各地区の地域ケア会議が効果的に開催されるよう連絡及び情報交換を行
う会議。 

個別課題解決に 
対する支援 

地域課題の発見 
自立支援に資する 

ケアマネジメント支援 
（実践力向上） 

地域支援ネットワークの 
構築 
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第２章 担い手の養成と地域資源の開発 

地域課題の解決のためには、生活支援コーディネーターや協議体での解決策の検討体
制の整備とともに、地域課題解決のために主体的に取り組む方（＝担い手）の養成・発
掘を行いながら、不足している地域資源を開発していくことが必要となります。 
担い手の養成・発掘に向けた取組を推進するとともに、地域の実情を踏まえた上で、

地域資源の開発について検討します。 
 

第１節 担い手の養成・発掘と活動の場の確保 

様々な地域課題のうち、住民同士の支え合いで解決できる課題については、その解決
のための取組に主体的に取り組む人材（＝担い手）と活躍の場の確保が必要になります。 
そのため、担い手としての活動を希望しながら、その活動に結びついていない高齢者

を担い手として養成し、活躍の場の確保を図り、活動に結びつけることを目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの取組  

活躍の場を想定した担い手養成として、「トコろん元気百歳体操」のサポーターであ
る介護予防サポーター（トコフィット）を養成してきました。 
また、生活支援コーディネーターの活動により、地域活動を主体的に取り組みたいと

考えている方に対して、立ち上げ支援や活動場所情報の提供などを行い、地域の担い手
の発掘と活動の場の創出を一体的に行ってきました。 
令和４年度から、地域活動の担い手を養成するためにシニア・アカデミーを開講し、

様々な地域活動を紹介する講座や地域活動に関するワークショップ、認知症サポーター
養成講座などを実施しました。 

● 実績：参加者数（令和４年度） 
・開講時点：44人 
・修了時点：39人 

※トコろん元気百歳体操、介護予防サポーター（トコフィット）については、第２部
第１章第２節を参照 

  

◆企画・運営、お世話役として地域活動へ参加する意向 
 

 

 

 

 

資料：高齢者福祉・介護実態調査（高齢者一般・要支援高齢者）より 

1.6 29.8 58.0 
4.2 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般・要支援高齢者

n=5,566

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない
既に参加している 無回答
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 第９期の展開  

介護予防活動の担い手の養成のみならず、地域の課題解決のための取組を主体的に行
うことのできる担い手の養成・発掘に努めます。また、生活支援コーディネーター等に
より把握した地域資源を掲載している地域資源情報サイト「トコまっぷ」の活用を図り
ながら、地域の担い手と活動の場のマッチングを促進します。 
また、シニア・アカデミーで提供する地域活動に関する知識の学習やワークショップ
などを通じて、地域の課題解決のための取組を主体的に行うことができる担い手の養
成・発掘に努めます。 

 

 目 標  

【図表－担い手の養成・発掘と活動の場の確保の目標】 

○ シニア・アカデミーの講座を通し今後につながる地域活動を「見つけることができた」
又は「見つける方法がわかった」と回答した受講生の割合 
令和４年度 
(実績) 

令和５年度 
(見込み) 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

70％ 90％ 90％ 90％ 90％ 

  

【シニア・アカデミー】 
シニア・アカデミーでは、「できることを・できるときに・できるだけ」を

モットーに「地域活動につながる」、「いきがいにつながる」実践的な講座を目
指していきます。 
トコフィット、百歳体操等の様々な

地域活動の紹介や地域で活動するため
のきっかけづくりや心構えの方法・ヒ
ントについての講義、地域課題に関す
るワークショップやグループディスカ
ッションを行い、地域で活動したい受
講生が地域活動の意義を理解し、地域
活動に飛び込めるよう講座を通してサ
ポートしていきます。 

※写真はシニア・アカデミーの様子 
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第２節 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

高齢者の方が心身ともに健康で自立した生活を送れることを目指して、介護予防・日
常生活支援総合事業を実施しています。 
介護保険制度の改正により、平成 29年４月から開始した介護予防・日常生活支援総
合事業は、「介護予防・生活支援サービス」と「一般介護予防事業」にて構成されます。 
※一般介護予防事業については、第２部第１章第１節、第２節、第４節を参照 

 

 これまでの取組  

介護予防・生活支援サービスとして、従前の介護予防訪問介護に相当する訪問型サー
ビス（予防訪問相当）、従前の介護予防通所介護に相当する通所型サービス（予防通所
相当）、短期集中チャレンジ講座を実施してきました。 
また、令和３年度から、短期集中チャレンジ講座の利用者が、サービス利用終了後に、
自らの地域で通いの場の活動に参加するなどの介護予防の取組を継続し、自立した生活
が送れるようにするため、自宅等を個別訪問し必要な支援を行う「自宅でちょこっとリ
ハビリ」のサービスを導入しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第９期の展開  

訪問型サービス及び通所型サービスは、引き続き適切なサービス提供を行えるよう、
制度改正など国の動向を踏まえて適宜、検討していきます。 
短期集中チャレンジ講座及び自宅でちょこっとリハビリについては、多くの利用者が、

サービス終了後も生活機能を維持・改善できるように、地域の通いの場や趣味の教室、
適切なサービス等につなげるためのケアマネジメントの向上に努めます。 
また、介護予防・生活支援サービスに加え、住民主体の活動や、民間企業によるイン
フォーマルサービスなど、多様な主体によるサービスを把握し、地域のニーズに適した
サービス提供が行えるよう努めます。 

 

 

【短期集中チャレンジ講座（通所型短期集中予防サービス）】 
事業対象者及び要支援１・２の方を対象に、生活機能を改善し、自立した生活
を送ることができるよう支援することを目的に実施しています。 
主に運動器機能が低下した方が利用するサービスとなっており、理学療法士
を中心とした専門職による運動器機能向上や栄養改善などの複合的なプログラ
ム提供を短期間で行っています。 
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第３章 地域の支え合い活動の促進 

今後、高齢者の増加により、日中の時間帯を地域で過ごす高齢者が増えることが見込
まれるため、高齢者を中心とした地域の支え合い活動の促進が求められています。 
第８期計画では、生活支援コーディネーターや協議体の活動により、「地域の通いの

場」は増えており、地域において支え合いの活動が拡大してきている状況にあります。 
地域には、高齢者、認知症の人、子育て世代や障害者など、地域での支え合いを必要

としている方々が多くいます。今後は、地域共生社会の実現に向けて、様々な人と人と
がつながり、支え合いながら暮らしていけるよう、地域の支え合い活動を促進します。 
※１ 住民主体の介護予防活動の育成・支援は、第２部第１章第２節を参照 
※２ 認知症サポーター、チームオレンジについては、第３部第２章第２節を参照 

 

第１節 地域の通いの場の充実 

「お達者俱楽部」、「トコろん元気百歳体操」などの介護予防を目的とした地域の通い
の場の充実を図っています。近所で気軽に集える通いの場は、高齢者の外出機会を増や
し、閉じこもりを防止するだけでなく、高齢者同士の見守りの効果もあり、高齢者同士
の支え合い活動の代表的な取組の一つです。 
これまで地域ケア会議等では、地域の通いの場の不足が課題として挙げられており、

市が主体的に推進している介護予防を目的とした通いの場に限らず、地域の通いの場の
充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆介護予防や健康づくりに関する活動へ参加する際、希望する移動手段・移動時間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者福祉・介護実態調査（高齢者一般・要支援高齢者）より 

33.8 23.6 

2.2 

4.3 

6.7 

1.2 

0.7 

18.3 9.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般・要支援高齢者

n=5,566

徒歩・自転車で１０分以内
徒歩・自転車で３０分以内
徒歩・自転車で１時間以内
交通機関（自家用車・バス・電車等）を利用して１０分以内
交通機関（自家用車・バス・電車等）を利用して３０分以内
交通機関（自家用車・バス・電車等）を利用して１時間以内
移動時間はどれだけかかっても参加したい
参加したくない
無回答
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 これまでの取組  

平成 27年度からは、生活支援コーディネーターにより、既に地域にある通いの場の
情報を順次収集しているほか、「トコろん元気百歳体操」を通じた住民主体の通いの場
の立ち上げに対し、リハビリテーション専門職（理学療法士や作業療法士）による支援
を実施しています。 
また、生活支援コーディネーターや協議体の機能により、立ち上げ支援や運営開始当

初の支援、活動場所情報の提供などの後方支援を行うとともに、地域の通いの場の情報
を地域資源情報サイト「トコまっぷ」で発信するなど、市民への情報提供の充実を図り
ました。 

 

 第９期の展開  

引き続き、リハビリテーション専門職や生活支援コーディネーター、協議体の機能を
活用した立ち上げ支援等を実施するほか、通いの場が不足している地域の把握・分析を
行い、介護予防を目的とした取組、地域の支え合い活動の促進の両側面から、通いの場
の充実を図ります。 

 

第２節 ボランティア活動の推進 

高齢化が更に進行していくことに伴い、多様なニーズが生じる一方で、退職後のシニ
ア世代を含め、地域の支え合い活動の担い手となることに意欲的な高齢者が増加するこ
とも見込まれます。 
生活支援コーディネーターは、高齢者が地域の支え合い活動の中心的な存在として、支
え合い活動が展開されるよう、地域活動に関する情報提供・収集、相談・支援、ネットワ
ークづくり、マッチング及び人材育成を通じて、ボランティア活動を推進する所沢市社会
福祉協議会のボランティアセンター等の関係機関と連携しながら、引き続き地域の支え
合い活動を推進します。 

 

第３節 地域活動の支援 

ボランティア団体やＮＰＯ法人等の活動を促進するため、市民活動の拠点施設として、
新所沢コミュニティセンター内に市民活動支援センターを設置しています。 
市民活動支援センターでは、市民活動に関する情報提供や講座を実施するほか、市民
活動団体相互の交流促進などにより、市民活動の一層の促進に努めます。 
地域活動に興味や関心がある、活動してみたいといった市民を対象にした地域デビュ
ー講座の開催や、市民活動に関する情報の提供を通じて、高齢者が市民活動に参加しや
すい環境整備に努めます。 
また、市民活動団体への側面からの支援として、打ち合わせ場所の提供、助成金等に
関する情報の発信に加え、市民活動団体自身がインターネットを通じて情報発信を行え
る市民活動支援システム（トコろんWeb）の運用等を行っています。 




